
旅行条件書（要約）ご予約前に必ずお読みください。 詳しい旅行条件を説明した書面をお渡ししますので、事前に確認の上、お申し込みください。
この書面は、旅行業法第12条の4の定めるところの取引条件の説明書面及び同法第12条の５の定めるところの契約書面の一部となります。

旅行企画・主催／

● お問い合わせ、お申し込みは

● 募集型企画旅行契約 
１）この旅行は、㈱アジア福岡パートナーズ《以下…当社》が企画・募集し実施する国内旅行であり、
この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約を締結することになります。
２）募集型参加企画旅行契約の内容・条件は、各コース毎に記載されている条件のほか、ご旅行お申し
込み時にお渡しする旅行条件書、出発前にお渡しする最終旅行日程表及び当社旅行業約款募集型企画旅
● 旅行の申し込みと契約の成立 
１）申込書に所定事項をご記入のうえ、お一人様につき下記の申込金または旅行代金の金額を添えてお
申し込みいただきます。お申込金は、旅行代金、取消料または違約金のそれぞれの一部として取り扱い
します。
２）電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段によるお申し込みを受け付けます。この場合予約の時
点で契約は成立しておらず、当社からの予約の旨を通知した後、予約の申し込みの翌日から起算して三
日以内に申込書と申込金を提出していただきます。この期間内に申込書と申込金を提出されない場合は、
お申し込みはなかったものとして取り扱います。
３）申込金 (お一人様につき)

４）募集型企画旅行契約は、契約の締結を承諾し前（3）の申込金を受領したときに成立したものと
します。
５）通信契約による旅行契約は、お申し込みを承諾する通知を発した時に成立します。ただし、
e-mai l等の電子承諾通知による方法により通知する場合は、その通知がお客様に到着したときに成立
するものとします。
● 旅行代金のお支払い
旅行代金は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって14 日前にあたる日より前にお支払いいた
だきます。
● 旅行中止の場合
ご参加のお客様が当パンフレット（ページ）に明示した最小催行人員に満たない場合、当社は旅行の
催行を中止する場合があります。この場合、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13 日前に
当たる日（日帰り旅行は３日前）より前に連絡させていただき、お預かりしている旅行代金の全額を
お返しします。
● 旅行代金に含まれるもの及び含まれないもの
１）パンフレット（ページ）に記載された旅行日程に明示された交通費、宿泊費、食事代、入場料、
消費税等諸税、空港施設使用料が含まれます。　２）旅行日程に記載のない交通費等の諸費及び個人
的性質の諸費用は含まれません。

 6,000円以上
12,000円以上
20,000円以上
30,000円以上

旅行代金
30,000円未満

30,000円以上60,000円未満
60,000円以上100,000円未満

100,000円以上

お申し込み金

●お客様からの旅行契約の解除（取り消し料） 
１）お客様はいつでも次に定める取消料（お一人様につき）をお支払いいただいて、旅行契約の解除を
することができます。この場合、既に収受している旅行代金（あるいは申込金）から所定の取消料を差
し引き払い戻しいたします。申込金のみ取消料がまかなえないときは、その差額を申し受けます。

２）尚、取消日とは、お客様が当社の営業日、営業時間に解除する旨をお申し出いただいた日とします。
３）お客様のご都合で出発日、コース、宿泊ホテル等を変更される場合にも上記の取消料が適用されます。
● 国内旅行保険への加入について 
ご旅行中、けがをした場合、多額の治療費、移送費などがかかる場合があります。また、事故の場合、
加害者への損害賠償請求や賠償金の回収が困難である場合があります。これらを担保するため、お客様
ご自身で充分な額の国内旅行保険に加入されることをお勧めします。国内旅行保険については、お申し
込みの販売店にお問い合わせください。
●  事故等のお申し出について
旅行中に、事故などが生じた場合は、直ちに同行の添乗員・現地係員・運送・宿泊機関等旅行サービス
提供機関または、お申し込み店にご通知ください。
●  個人情報の取り扱いについて
１）当社及び当社の受託旅行業者（以下…販売店）は旅行申し込みの際にご提供いただいた個人情報に
ついて、お客様との連絡や運送、宿泊機関等の手配およびそれらのサービスの受領のために必要な範囲
内で利用させていただきます。　２）当社、当社グループ会社（会社名等はホームページをご参照くだ
さい）および販売店では、取り扱う商品、サービス等のご案内、ご意見、ご感想の提供・アンケートの
お願い、 統計資料の作成に、お客様の個人情報を利用させていただく事があります。
●  ご旅行条件・ご旅行代金の基準
この旅行条件は、 令和2年1月6日付で認可を受けた旅行業約款と同一の内容である。また旅行代金は、
令和２年４月１日現在の有効な運賃・規則を基準としています。

　　　　　　　　　コース 
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 
①  21  日目に当たる日以前の解除
②  20  日目に当たる日以前の解除（③ー⑦を除く）
③  10  日目に当たる日以前の解除（④ー⑦を除く）
④  07  日目に当たる日以前の解除（⑤ー⑦を除く）
⑤  旅行開始日の前日の解除
⑥  旅行開始日の解除 
⑦  旅行開始後の解除または無連絡不参加

取消料
宿泊付旅行
無料

旅行代金の2 0％
旅行代金の2 0％
旅行代金の3 0％
旅行代金の4 0％
旅行代金の5 0％
旅行代金の10 0％

日帰り旅行
無料
無料

旅行代金の2 0％
旅行代金の3 0％
旅行代金の4 0％
旅行代金の5 0％
旅行代金の10 0％

● 商品表示価格は、消費税等諸税も含みます。

※旅行代金とは販売代金と助成金額の総額をとなります

アジア福岡パートナーズの
公式ＬＩＮＥより
お気軽にお問い合わせ
ください。　▶▶▶▶▶▶

行契約の部によります。

筑邦銀行業務提携会社
㈱アジア福岡パートナーズ

〒839-0864　福岡県久留米市百年公園 1-1
　　　　　　久留米リサーチセンタービル 6階
　　　　　　営業時間：平日 9:00 ～ 17:30

☎ 0942-27-8683
福岡県知事登録旅行業第 2-919 号
全国旅行業協会正会員
総合旅行業務取扱管理者：森田祥子

出発日 令和
５年 １１月２３日　　祝

旅行代金

定　員

大人１０,０００円

２０名（最少催行人員１５名）

添乗員 同行します。

旅行代金に含まれるもの：貸切バス料金、昼食事代（※飲料別）、
遊覧船乗船料、高速料金、旅行保険

食事 昼１回

貸切バス会社：有限会社　トーソン

行　程 集合：8:20 西鉄久留米ニッセイビル前

08:30 西鉄久留米ニッセイビル前出発
　　　　貸切バス▼
10:00松原ダム遊覧船

12:25松原ダム～下筌ダム

12:30 レストラン松原にて昼食（ダムカレー）
14:00大山ダム見学

15:20 豆田の町並み散策
17:15 西鉄久留米ニッセイビル前解散

・ダム見学中、100 段以上の階段を歩いて見学する箇所があります。
・水分補給は各自お願いします。

小人（３歳～小学生）
　　５,０００円

筑後川本格改修１００周年記念　松原ダム ・下筌ダム管理５０周年記念ツアー

久留米出発

３つのダムへご案内！３つのダムへご案内！ 松原ダム遊覧船で

紅葉のダム見学！

松原ダム遊覧船で

紅葉のダム見学！ 昼食はダムカレー！昼食はダムカレー！

大山ダム

松原ダム 下筌ダム

（進撃の巨人・写真スポット）
大山ダム


